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令和７年度  

観光振興事業費補助金（歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業） 

に係る事務局公募要領 

 

 

 

※本公募は、歴史的資源の改修等の支援を受ける事業者等を公募するものではありません。 

 

 

観光庁では、「令和７年度 観光振興事業費補助金（歴史的資源を活用した観光まちづくり推

進事業）」を実施する補助対象事業者（執行団体）を公募します。 

本公募に申請する方、採択されて補助金の交付を受ける方は、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。）及び補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）のほか、観光振興事業

費補助金（歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業）交付要綱（以下「補助金交付要綱」と

いう。）をよくご理解の上、本公募への申請及び補助金交付申請に係る全ての手続きを適正に行

っていただくようお願いします。 

 

■公募期間 

令和７年２月19日（水）～令和７年３月14日（金） 17:00（必着） 

 

■問合せ先 

国土交通省 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 

連絡先：hqt-heritage_stays@ki.mlit.go.jp  

注：テレワーク等の執務体制に伴い、質問や提出等に関する観光庁への来訪及び電話は

お断りしております。電子メールにより問合せください。なお、メールの件名の冒頭に、必

ず「【問合せ】歴まち補助事業事務局公募」と付記ください。 

 

 

令和７年２月 
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Ⅰ．事業概要 

1. 背景・目的 

コロナ禍以降観光需要は急速に回復しており、令和６年の年間合計インバウンド数は過去最高の

約3,700万人となりました。今後、インバウンドを更に地方へ誘客し、滞在日数の延伸及び観光消費額

増加を目指すためには、地域の歴史や文化等に根差した地域ならではの魅力を最大限に生かした観

光と、観光を契機とした持続可能なまちづくりを推進することが重要です。 

これまで、政府は平成28年９月に「歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」を立ち上げ、

農山漁村を含めた地方に広く存在する古民家等の歴史的資源を活用した魅力ある観光まちづくりを推

進し、令和２年には目標である全国200地域での取組展開を達成しました。 

令和２年までに基本的な事業モデルは確立した一方で、歴史的資源を活用した面的な観光まちづ

くりや地域ステークホルダーの幅広い連携と参画による地域経営体制づくりは、未だ不十分な状況で

す。今後は、「歴史的資源を中核に地域資源の潜在価値を一体的に活用する観光・地域経営の実現」

を目指し、更なる取組推進を図ります。 

そのためには、インバウンドの長期滞在や観光消費額の増加が期待できる城や社寺、古民家等の

歴史的資源の高付加価値化の促進を行い、強力なニーズを喚起し「目的となる宿泊施設」を地方に整

備するとともに、さらには魅力的で日本らしい歴史的なまちを形成しつつ、その中心には「地域の景観

や歴史・背景に適合した歴史的建造物」「歴史的な町並みの調和が保たれた美しい景観」の存在が必

要不可欠です。 

本事業は、歴史的資源を中核に地域資源を一体で生かす面的な取組や、歴史的建造物の改修及

び周辺環境整備に対して支援を行い、歴史的資源を活用した観光まちづくりのモデルとなり得る取組

となることを期待し、以下の募集を実施します。 
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Ⅱ．募集内容 

１． 補助対象事業 

１－１．事業スキーム 

     

 

   

  

       

  

 

 

   

１－２．事業内容 

歴史的資源を中核に地域資源の潜在価値を一体的に活用する観光地経営の実現を目指すため、

歴史的建造物等の改修及び周辺環境整備等の面的な取組に係る事業（以下「間接補助対象事業」

という。）を行う者（以下「間接補助対象事業者」という。）に対して、当該事業を実施するのに要する

経費の一部を助成する事業及び間接補助対象事業の実施状況の評価や成果等のとりまとめを行う

事業です。 

 

〈具体的な業務内容〉 

① 間接補助対象事業者の選定、交付等に係る事務 

② 間接補助対象事業の進捗管理、評価、効果等の検証、成果等のとりまとめ 

③ 間接補助対象事業に関する情報等の管理 

④ ①～③に関する問合せの対応 

⑤ その他事業管理に必要となる事項についての対応 

⑥ 次年度事業の間接補助対象事業者の公募等に係る業務 

 

１－３．事業実施期間 

交付決定日～令和８年３月31日（火） 

  

１－４．応募資格 

次の要件を満たす民間事業者等（コンソーシアム形式も含む。）とします。 

① 日本に拠点を有していること。 

② 本事業を的確に遂行する組織、能力、人員等を有していること。 

③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理

能力を有していること。 

④ 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を有していること。 

⑤ 本事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。なお、過去の観光庁の事業にお

観光庁 

補助対象事業者（事務局） 

間接補助対象事業者 

（申請）↑ ↓（補助） 補助率：定額 

（申請）↑ ↓（補助）  

※本公募の対象 
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いて、情報漏洩を含む情報管理上の不適切な事案を発生させた者は、その際に講じた再発防

止策の遵守を徹底できること。 

⑥ 本事業終了後、補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要となる文書を、必

要な期間保存できること。 

⑦ 応募事業者等の経営者又は役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関

係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とす

る。 

⑧ 法令遵守上の問題を抱えていないこと。 

⑨ 国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこ

と。 

 

１－５．採択予定件数 

１件 

 

１－６．補助率・補助額 

補助率  ： 定額 

補助上限額 ： 16億１千５百万円程度 

 

※事務経費は、所要額の積み上げとなりますが 間接補助対象事業に要する経費として交付され

る額の10％を上限（ 消費税が発生する場合は別途対象 となります。） と します 。 

※なお、最終的な交付決定額については、観光庁と調整した上で決定することとします。 

 

１－７．補助対象経費 

（1） 補助対象経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必

要な経費であり、具体的には次のとおりです。 

 

①間接補助対象事業に要する経費 

歴史的資源を活用した観光まちづくり推進のために必要な建物の改修等の事業を行う

者に対する、当該事業に要する経費の一部を助成する事業に要する経費 

 

大規模改修 上限２億円 ７件程度採択予定 

 

②間接補助対象事業に関する評価・事務経費※ 

人件費（補助対象事業に従事する者の作業時間に対する人件費）、旅費、謝金、会議

費、借料及び損料、消耗品費、再委託費、その他諸経費（通信・連絡費、印刷製本費、そ

の他事業を行うために特に必要と認められるもの） 

※②に係る経費については、①の間接補助対象事業に要する経費として交付される額
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の10％を上限（消費税が発生する場合は別途対象となる。）とします。 

 

（２） 直接経費として計上できない経費 

‧ 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（例：机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器） 

‧ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助対象事業者に帰責

性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合があります

ので、担当者に御相談ください。） 

‧ その他事業に関係ない経費 

 

（３） 補助対象経費からの消費税額の除外 

補助対象事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、交付申請書の補助金申請額算

定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提

出してください。 

※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更等により消費税に係る仕入控除税

額が発生することによる報告及び返還が発生する場合がありますので注意してください。 

 

２． 事業者の選定 

２－１．審査方法 

審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施

するほか、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

２－２．審査基準 

次の項目を審査基準とします。 

‧ 業務の目的・内容について十分に理解しているか。 

‧ 提案内容に独創性がみられ、かつ、説得力を有しているか。 

‧ 提案内容が具体性、妥当性を伴っているか。 

‧ 作業工程や内外での体制等が事業を確実に遂行できるものとなっているか。 

 

２－３．採択結果の決定及び通知 

採択結果については、観光庁から被採択者に対して通知するとともに、観光庁のウェブサイトにて

公表します。 

 

３． 応募方法 

３－１．募集期間 

募集開始日：令和７年２月19日（水） 

締 切 日：令和７年３月14日（金） 

※締切日までに観光庁が受領したものを有効として取り扱います。 
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３－２．応募書類 

次の書類を日本産業規格Ａ列４版（A4）及び日本語で作成の上、ご提出ください。 

‧ 申請書（別添様式）         ： １部 

‧ 提案書（様式自由）         ： ６部（うち１部は社名・個人名入り、５部は社名・個人名無し） 

‧ 採択審査を行う上で必要な書類 ： １部 

※データは１部ずつ送付してください。 

※応募書類に記載された情報については、業務遂行のためにのみ利用します。なお、応募書類

は返却しません。機密保持には十分配慮しますが、採択された場合には、「行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律」（平成11年５月14日法律第42号）に基づき、不開示情報を除いて、

情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

※提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で

実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記

載された内容に大幅な変更があった場合には、無効となることがあります。 

※応募書類の作成に関する費用は経費に含まれません。 

 

３－３．応募書類の提出先 

応募書類は、郵送による書類及び電子メールによるＰＤＦデータ両方をご提出ください。 

※持参及びＦＡＸによるご提出は受け付けません。 

※締切りを過ぎてのご提出は受け付けません。期限に余裕をもってご提出ください。 

※資料に不備がある場合は審査対象となりませんので、本公募要領等を熟読の上ご提出ください。 

※追加資料提出等の対応を求める場合、観光庁から対象となる申請者へ別途連絡します。 

 

〈郵送先〉 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

観光庁観光資源課「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業」担当あて 

 

〈電子メール〉 

「hqt-heritage_stays@ki.mlit.go.jp」あて 

※電子メールの件名の冒頭に、必ず「【申請】歴まち補助事業事務局公募】と付記してください。 

※提出データは、ファイル容量が合わせて10ＭＢ以内となるようにしてください。 

※電子メールの受信後、観光庁から受信確認のメールを送付します。受信確認のメールが３開庁

日を経過しても届かない場合を除き、申請書類の受領確認のために観光庁へ電話等により照会

することはお控えください。 

 
４． 留意事項 

４－１．応募・申請等について 

（１） 本事業の内容が宗教活動や政治活動を目的としないこと。 
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（２） 本事業の内容に、具体的な実現見込みのない取組を記載しないこと。 

 

（３） 応募・申請書類等に虚偽の記載を行った場合は、本応募を無効といたします。 

 

（４） 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等

を科す旨が規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本

事業の申請手続を行うこととしてください。 

 

（５）補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助対象事業

の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額100万

円未満のものを除く。）に当たっては、国土交通省から補助金交付等停止措置又は指名停止

措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません。 

 

（６） 採択された申請者が、国土交通大臣に補助金交付申請書を提出し、それに対して国土交通

大臣が交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始となります（補助金の交付決定を

通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりませ

ん。）。なお、採択決定後から交付決定までの間に、観光庁との協議を経て、事業内容・構成、

事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。追って、交付決定時に条件を付す場合

があります。 

 

（８） 交付決定後、補助対象事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、

情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

４－２．事業期間中について 

（１） 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるとき

や、観光庁からの要求があった場合は、速やかに様式の提出や報告を行うものとします。 

 

（２） 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、国土交通省と

して、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。なお、事業に係る取引先

（請負先及び委託先含む。）に対して、不明瞭な点が確認された場合、必要に応じ、補助金の

受給者立会いのもとで現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対し

て協力をお願いしていただくこととします。 

 

（３） （２）の調査の結果、不正行為が認められたときは、補助金に係る交付決定の取消を行うととも

に、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年10.95％の利率）を加えた額を返還

していただきます。また、国土交通省から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の

措置を執るとともに、事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。 
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４－３．事業完了後について 

（１） 補助対象事業者は、事業完了日から起算して一ヶ月を経過した日又は３月10日のいずれか

早い日までに、「交付要綱様式第10-１ 補助金補助対象事業完了実績報告書」及び別紙関係

書類を提出していただきます（詳細は交付要綱第14条をご参照ください。）。 

 

（２） 補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、３月10日までに「交付要綱

様式第10-２ 補助対象事業年度終了実績報告書」を、必要に応じて参考となる資料を添えて

提出してください。 

 

（３） 事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別

途、補助対象として経費計上しているもので、請負契約又は委託契約をしている場合について

は、契約先の事業者（ただし、税込み100万円以上の取引に限る。）の事業者名、補助対象事

業者との契約関係、住所、契約金額及び契約内容を記述した実施体制資料を添付してくださ

い。 

※請負契約又は委託契約に関する経費については、補助対象経費の計上の際、「旅費」「会

議費」「謝金」「備品費（借料及び損料を含む。）」及び「補助人件費（人材派遣も含む。）」は

対象外とします。 

※実施体制資料は、確定検査の際に確認する資料とします。  

※請負先又は委託先から更に請負又は委託（税込み100万円以上の再委託等に係る取引に

限る。）をしている場合も、実施体制資料に記述をしてください（再々委託先については金額

の記述は不要。）。 

 

（４） 完了実績報告書等の確認時に、支出に補助対象外経費が含まれていることが判明した場合

には、当該支出を除いて補助対象経費を算出していただきます。また、補助対象事業の実施

結果が、補助金の交付の決定の内容及び当該決定時に付した条件に適合しない場合は、一

部又は全部の経費を国が支払わない場合があります。 

 

（５） 補助金で取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）を処分制限期間内に処分（補助

金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること。）しようとす

るときは、事前に処分内容等について国土交通大臣の承認を受けなければなりません。なお、

必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。 

 

（６） 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補

助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

 

４－４．補助金の支払い 

（1） 支払時期 
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補助金の支払い方法は、事業終了後の精算払いです。 

※交付決定後、事業完了前の支払い（概算払）を希望する場合は、財務省との協議が必要と

なりますのでご留意ください。 

 

（2） 支払額の確定方法 

事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき支払額を確定します。支払額は、

補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合

計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証

拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経

費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。 

 

４－５．その他の注意点 

（１） 補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱により、交付申請

書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、交付決定後の

補助対象事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等について

は、交付決定後、補助対象事業を開始される際に観光庁と調整した上で決定することとします。 

 

（２） 補助対象事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

 

 

５． 間接補助対象事業 

５－１．事業内容 

地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO）、地域協議会、民間事業者等が、城・寺・古民家等の

歴史的資源を面的に活用した観光まちづくりの取組のために必要な建物の改修等を実施する事業

のことをいいます。 

 

５－２．間接補助の対象 

歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や、歴史的建造物の改修及び周辺環

境の整備に対する支援 

①歴史的建造物の増築・改築、大規模な修繕及び大規模な模様替等にかかる費用 

②歴史的建造物の周辺環境の整備等にかかる費用 

 

５－３．補助金の額 

間接補助対象事業者に対して、間接補助対象経費の１/２ 

 

◆歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や、歴史的建造物の改修及び周辺

環境の整備等に対する支援 

>>２億円を上限とします。 



 

10 
 

 

５－４．募集期間 

募集開始日：令和７年２月19日（水） 

締 切 日：令和７年３月14日（金） 

 

６． 問合せ先 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

観光庁 観光地域振興部 観光資源課 文化・歴史資源活用推進室 

担当：川﨑、岡、伊藤、大和田 

電子メール：hqt-heritage_stays@ki.mlit.go.jp  

※電子メールの件名の冒頭に、必ず「【問合せ】歴まち補助事業事務局公募】」と付記してください。 
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（様式） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

 

「観光振興事業費補助金 

（歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業）」に係る 

補助対象事業者（執行団体）公募 申請書 

 

申
請
者 

法人番号（※）  

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

E-mail  

※法人番号を付与されている場合には、13桁の番号記載すること。 

法人番号を付与されていない個人事業者等の場合には、記載不要。  
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１．補助対象事業の目的及び内容（事業の実施方法） 

１－１．補助対象事業の実施方法 

・公募要領の「１－２．事業内容」の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容、補助対象事業の目的達成

方法 

・本事業の成果を高めるための具体的な提案 

 

 

 

１－２．実施方法における独自のセールスポイント 

・本事業の効果的な実施にあたって、独自の取組や工夫があればその内容 

 

 

 

 

１－３．実施体制 

・実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容 

・外注、委託等を予定しているのであればその内容 

・事業において扱う情報の管理体制とその内容（外注・委託等を予定している場合は外注先等も含めた

管理体制を記載のこと） 

 

 

 

 

２．申請者概要 

２－１．申請者の営む主な事業 

 

 

 

 

２－２．申請者の財務状況 

別添、財務諸表のとおり 

※特記事項等がある場合には併せて記載してください。 

 

 

 

２－３．事業実績 

類似事業の実績 

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

・観光庁の事業に関して、情報の漏洩を含む情報管理上の不適切な事案の発生の有無（有の 

場合はその概要及びその際に講じた再発防止のための体制・対策等） 
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３．補助金見込額等 

※公募申請時点での見込みを記載ください。（採択後、観光庁と調整した上で決定することとなります。） 

○積算内訳                             （単位：千円） 

経費区分及び内訳 補助対象経費 補助金申請額 

Ⅰ．間接補助対象事業に要する経費  

 

 

 

Ⅱ．事務経費   

  人件費 

旅費 

会議費 

謝金 

外部有識者派遣経費 

○○○ 

○○○ 

 

※公募要領の「１－７．（３）補助対象経費からの消費税

額の除外」のとおり補助対象経費は、原則、消費税等を

除外して計上してください。 

 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇〇 

〇〇○ 

合計（見込額）   

※補助金申請額の小数点以下の端数は切り捨てた金額を記載してください。 

○資金計画 

補助対象事業に要する経費  ●●千円 

  うち補助金充当（予定）額 ●●千円 

   （精算払までの期間は、自己資金で支弁予定 

            or 自己資金での立替えが困難なことから概算払の要望有） 

  金融機関等からの借入れ（予定）額 0円 

   （借入条件：補助事業取得財産の担保予定の有無  有・無） 

  自己資金充当額 0円 

  収入金 0円 

（該当する場合のみ記載のうえ、収入金の詳細について記載すること） 

 


